
鹿児島ブランドショップの旧興業館への 
移転・整備に向けた調査・検討事業業務委託 

仕様書（案） 
 
１ 委託事業の概要 
 ⑴ 名 称 
   鹿児島ブランドショップの旧興業館への移転・整備に向けた調

査・検討事業業務委託 
 
 ⑵ 目 的 
   鹿児島ブランドショップは，伝統的工芸品，本格焼酎，郷土菓

子などの県産品を県民に広く紹介し，展示・販売することを目
的に県が昭和 42 年に産業会館に設置したものであり，産業会館
の老朽化に伴う廃止方針を受け，鹿児島市城山町に位置する旧
興業館への移転に向けて検討を進めているところである。 

   国登録有形文化財である旧興業館（鹿児島県立博物館考古資料
館）については，県有施設として有効に活用するため，鹿児島県
教育委員会が，令和２年度に設置した「旧考古資料館活用方針
等検討委員会」からの提言を踏まえ，令和２，３年度に設置した
「鹿児島県立博物館考古資料館保存活用計画策定委員会」にお
ける協議に基づき保存活用計画の策定を行ったほか，令和４年
度からは耐震補強計画の策定を進めてきたところである。 

   本業務は，これらを踏まえ，令和５年度に策定した耐震補強計
画に沿った耐震補強工事等の実施や鹿児島ブランドショップと
しての活用方策，概算工事費等を調査し，課題を明確にすると
ともに，当該課題に対する対応策を検討し，鹿児島ブランドシ
ョップの旧興業館への移転・整備に向けた検討を進めることを
目的とする。 

 
 ⑶ 履行期限 
   令和７年３月 21 日（金） 
 
２ 業務内容 
 ⑴ 旧興業館の耐震補強工事等に係る調査・検討 
   令和３年度に策定した保存活用計画や令和５年度に策定した

耐震補強計画に沿った耐震補強工事等（仮設工事や内装工事を含
む。以下同じ。）の施工・整備に向けた課題等について調査・整理
し，対応策を検討すること。 



  ア 課題等の整理，対応策の検討及び関係機関との協議 
   ・ 耐震補強工事等に関係する各種法令（建築基準法，消  防

法，バリアフリー法等）の洗い出し及び当該法令への適合に
向けた対応策の検討 

   ・ その他耐震補強工事等の施工・整備に向けた課題の洗い出
し及び当該課題に対する対応策の検討 

   ・ 関係機関との協議 
  イ 耐震補強工事等の施工計画の検討・作成 
   ・ 仮設計画 
   ・ 補強に関する施工計画 
   ・ その他必要な事項に関する計画 
 
 ⑵ 鹿児島ブランドショップとしての活用に向けた調査・検討 
   想定される鹿児島ブランドショップの機能等を整理し，旧興業

館のブランドショップとしての活用方策について調査・検討する
こと。 

 
 ⑶ 概算工事費の算出 
   ⑴及び⑵を踏まえた概算工事費を算出すること。 
   なお，⑴や⑵の検討の結果，複数案想定される場合は，それぞ

れにおいて概算工事費を算出すること。 
 
 ⑷ 事業スケジュールの作成 
   ⑴及び⑵を踏まえた鹿児島ブランドショップの旧興業館への

移転までの事業スケジュールを作成すること。 
 
 ⑸ その他 
   ⑴〜⑷について，令和６年９月末頃を目途に中間報告を実施す

ること。 
 
３ 業務要件 
 ⑴ 業務計画書の作成 
   契約締結後速やかに，業務実施の方針，体制，手順（進め方），

工程及び打合せ協議の計画等を記載した業務計画書を作成し，鹿
児島県と協議を行うこと。 

   なお，当該計画書に変更等が生じる場合は，鹿児島県と協議し
了承を得ること。 

 



 ⑵ 打合せ協議 
   仕様書に記載のない事項や本件に関し疑義が生じた場合，進捗

確認等のため鹿児島県が必要と認める場合等については，業務着
手時のほか，適宜鹿児島県との打合せ協議を行うこと。 

   なお，打合せ協議はオンラインを活用して実施することができ
る。 

 
 ⑶ 検査 
   受託者は，委託業務を終了したときは，必要な検査を受けるこ

と。 
 
４ 成果品 
  受託者は，業務内容を取りまとめた報告書を履行期限までに提出

すること。 
  なお，成果品の権利は全て鹿児島県に帰属するものとし，鹿児島

県の承諾を受けないで他に公表，貸与，使用してはならない。 
 ⑴ 報告書 ４部（Ａ４製本，横書き，図面等は適宜Ａ３版等の折

込可） 
  ア 施工計画など２⑴に係る調査・検討結果 
  イ ２⑵に係る調査・検討結果 
  ウ 関連資料（調査資料，検討資料，参考事例等） 
  エ その他業務報告書（協議，打合せ記録等） 
 ⑵ ⑴の電子媒体 一式 
  ※ 提出方法は鹿児島県の指示に従うこと。 
 


